
委託契約における随意契約理由の公表（令和7年10月1日～令和7年12月31日契約締結分）

発注担当課 契約日 件名 業務の概要 契約の相手方を選定した理由
契約の相手方（商
号）

契約金額(消費
税込)円 適用条項

1

デジタル推
進課

R7.12.1 令和７年度基幹
系システム標準
化対応（外部連
携等）委託契約

令和７年度基幹系システム標準化対
応（外部連携等）業務

本業務は、現在構築中の標準化システムから外部シス
テムへ住基データ等を連携するための環境構築、改修
及び動作検証を行うものである。当該事業者は、情報
提供依頼（RFI）において、標準化システムへの移行業
務を実施可能と回答し、標準化システムへの移行に向
けた構築作業を行っており、本業務を的確に遂行でき
る唯一の事業者であるため。

株式会社南大阪電
子計算センター

 ¥ 34,903,000 地方自治法施行
令第167条の2第1
項第2号

2

高齢介護課 R7.10.1 貝塚市成年後見
制度中核機関運
営業務委託

成年後見制度に係る中核機関の運営
業務

本業務は、成年後見制度に係る中核機関の運営業務で
あり、業務を適正に遂行できる事業者は、日常的な権
利擁護を図る「日常生活自立支援事業」を長年実施し
ていることと、中核機関設置準備業務の受託事業者で
あり、本市との連携のもと地域福祉の中心的な存在と
して活動している当該事業者しかないため。

社会福祉法人　貝
塚市社会福祉協議
会

 ¥ 10,826,046 地方自治法施行
令第167条の2第1
項第2号

3

健康推進課 R7.10.1 高齢者インフル
エンザ予防接種
業務委託契約

高齢者インフルエンザ予防接種の実
施

本業務は予防接種法（昭和23年法律第68号）第2条第3
項に基づく予防接種を委託するもので、接種について
は対象者に広く予防接種の機会を提供し、適正かつ円
滑な予防接種を実施できる機関は2団体をおいてないた
め。

一般社団法人　貝
塚市医師会
市立貝塚病院

 単価契約
 予定価格
\53,239,480

地方自治法施行
令第167条の2第1
項第2号

4

健康推進課 R7.10.1 高齢者新型コロ
ナウイルス感染
症予防接種業務
委託契約

高齢者新型コロナウイルス感染症予
防接種の実施

本業務は予防接種法（昭和23年法律第68号）第2条第3
項に基づく予防接種を委託するもので、接種について
は対象者に広く予防接種の機会を提供し、適正かつ円
滑な予防接種を実施できる機関は他にないため。

一般社団法人　貝
塚市医師会

 単価契約
 予定価格
\67,493,540

地方自治法施行
令第167条の2第1
項第2号

①②を満たす契約について随意契約理由を公表しています。記載内容に関する詳細等については、各発注担当課にお問い合わせください。

①契約金額(消費税込)が100万円を超える測量・建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ及び役務提供に関する随意契約
②随意契約の理由が地方自治法施行令第167条の２第１項第２号若しくは第６号又は地方公営企業法施行令第21条の13第１項第２号若しくは第６号に該当するもの
※貝塚市病院事業が発注するもので、医療関係の特殊な契約は除きます。※プロポーザル方式による業者選定による契約は含みません。
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5

用地課 R7.12.4 令和7年度市道森
阿間ヶ滝線道路
整備に伴う土地
分筆登記測量業
務委託契約

市道森阿間ヶ滝線道路整備に伴う現
地調査、境界立会業務

本業務は実施地において公図と測量図及び市道の丈量
図に差異があり、実施筆数の変更又は地図訂正の必要
に対応して適切に業務を完了することができるのは、
市内の測量登記状況に詳しい土地家屋調査士が複数人
加入する同協会以外に存在しないため。

公益社団法人
大阪公共嘱託登記
土地家屋調査士協
会

 ¥  6,358,149 地方自治法施行
令第167条の2第1
項第2号

6

選挙管理委
員会事務局

R7.12.16 大阪府議会議員
補欠選挙に伴う
ポスター掲示場
の設置等委託契
約

大阪府議会議員補欠選挙に伴うポス
ター掲示場の製作、設置、撤去及び
維持業務

同日に執行される貝塚市長選挙のポスター掲示場設置
業務を委託している右記事業者と契約することが納期
の短縮及び経費の縮減が確保でき有利と認められたた
め。

株式会社サン・
ファースト

 ¥  2,714,800 地方自治法施行
令第167条の2第1
項第6号

7

選挙管理委
員会事務局

R7.12.16 貝塚市議会議員
補欠選挙に伴う
ポスター掲示場
の設置等委託契
約

貝塚市議会議員補欠選挙に伴うポス
ター掲示場の製作、設置、撤去及び
維持業務

同日に執行される貝塚市長選挙のポスター掲示場設置
業務を委託している右記事業者と契約することが納期
の短縮及び経費の縮減が確保でき有利と認められたた
め。

株式会社サン・
ファースト

 ¥  2,714,800 地方自治法施行
令第167条の2第1
項第6号

8

学校教育課 R7.12.25 スクールバス運
行委託契約

蕎原・畑・大川・秬谷地区の園児児
童生徒の通園通学の為に安全かつ定
時にスクールバスを運行する業務

本業務は蕎原･畑･大川･秬谷地区の園児児童生徒の通園
通学の為に安全かつ定時にｽｸｰﾙﾊﾞｽを運行することが求
められるもので、当該事業者は、当該道路状況に精通
し、かつ、常時代替車両・運転手を有する唯一の事業
者であるため。

水間鉄道株式会社  ¥ 42,900,000 地方自治法施行
令第167条の2第1
項第2号
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